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下水道事業の広域化・共同化の取組

資料５



下水道事業の最適化に向けて

○下水道事業の現状・課題

③使用料収入
減少「カネ」

②施設老朽化「モノ」

①職員減少「人」

使用料収入減少
⇒経費回収率低下

下水道職員の不足
技術力の不足

下水道施設の更新需要増加
ストック増による維持管理費増加

執行体制の確保や効率的な事業運営等により、下水道事業の持続のための様々な取組が必要。

ストックマネジメント
（老朽化対策）

官民連携 使用料の改定広域化・共同化
・施設（汚水・汚泥）
整備を伴うもの
・施設整備を伴わな
いもの

都道府県構想
（未普及解消・
効率的整備）

接続促進新技術の導入

今後ますます加速

取組

最適化に向けた取組
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（参考）下水道事業の課題
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2060年：ピークの7割■日本の人口推移
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■下水道施設の老朽化状況」



広域化・共同化推進に向けた目標設定

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2017」を踏まえ、平成34 年度までの広域化を推進するための目標として、
関係3省（農水省、国交省、環境省）では下記の2つを設定。

目標① 汚水処理施設の統廃合に取り組む地区数※

目標② 全ての都道府県における広域化・共同化に関する計画策定 ※ 下水道同士だけではなく、集落排水同士、
下水道と集落排水等の統廃合を含む。

目標② 広域化・共同化に関する計画策定目標① 汚水処理施設の統廃合

○ 現在、「経済・財政再生計画」改革工程表（2016改定版）に基づき、
『広域化に取り組むこととした地区数（＝実績値）』をＫＰＩとして設
定している。

「経済・財政再生計画」改革工程表（2016
改定版）におけるＫＰＩ

実績値
（平成28年度末時点）

広域化に取り組むこととした地区数
（下水道同士だけではなく、集落排水同士、
下水道と集落排水等の統廃合を含む。）

740箇所
（工事完了669、
工事着手71）

○ 今回新たに、『平成34年度までに、汚水処理施設の統廃合に取り
組む地区数（＝減少する処理場数）』を450として目標設定。
（工事完了380、工事着手70）

○ 今回新たに、『平成34年度までに、全ての都道府県における広域
化・共同化に関する計画策定』を目標として設定。

○ 既存の都道府県構想※見直しの枠組みを活用するなどし、都道府
県が市町村と連携し、特に行政界を跨ぐハードとソフトの広域化
について検討。

下水汚泥の共同処理

維持管理業務の共同化 ICT活用による集中管理

施設・処理区の統合

現 況

Ｔ
ＴＰ

Ｔ
Ｔ

汚水処理集約化のイメージ

処理区の結合

T P：処理場 ：ポンプ場

処理区

処理区

処理区

処理区

A市

B市

C町

民間事業者
発注

発注

発注

単独公共
下水道等

ハード ハード

ソフト ソフト

※ 汚水処理システムの効率的な整備・管理に向け、下水道、集落排水、浄化槽の
役割分担や相互連携について、構想として取りまとめたもの。

農林水産省・国土交通省・環境省

平成２９年１０月２５日 第８回 国と地方のシステムＷＧ 説明資料
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「広域化・共同化計画」策定の進め方について

○ 「広域化・共同化計画」の検討にあたっては、都道府県の管内全市町村が検討の枠組みに
参加し、検討を進めることが必要。
（検討の結果、相互連携の枠組みに参画しない場合もあり得る。）

○ 広域化・共同化の実施に至るには、関係市町村の合意形成に時間を要することが想定され、
早期に検討着手することが重要であり、都道府県構想の策定や見直しを検討する既存体制
の活用や、下水道法の協議会制度を活用することも有効。
（汚水処理を所管する、下水道部局、農林水産部局、廃棄物部局の連携は必須。）

○ さらに、効果的に検討を進めるため、地域の実情を踏まえて、都道府県内を複数のブロックに
分割し、各ブロック単位で検討することが有効と考えられる。

○ 地理的要因
○ 歴史的文化圏
○ 社会経済圏（連携中枢拠点都市圏等の広域連携の枠組み）
○ 流域
○ 都道府県の行政事務所管轄範囲 等

ブロック割イメージブロック割の観点例
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モデル計画策定に向けた検討

○ 全ての都道府県における平成34年度までの「広域化・共同化計画」策定が円滑に進められるよう、
モデル計画の検討内容や、マニュアル改訂の必要性等について議論を深めるため、都道府県構想
策定マニュアル検討委員会の下に「広域化・共同化検討分科会」を設置。

○ 先行的に計画策定に取り組む５県（秋田県、岩手県、静岡県、島根県、熊本県）の事例をモデルと
して、その検討状況を水平展開して行く予定。

○ モデル計画検討においては、地域の実情を踏まえて、各県を複数のブロックに分割し、各ブロック
単位で検討を開始したところ。ブロック割は検討状況に応じて随時見直して行く予定。

都道府県構想策定マニュアル検討委員会 広域化・共同化検討分科会

座 長 近畿大学経営学部教授 浦 上 拓 也
委 員 東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授 佐 藤 弘 泰
〃 愛媛大学大学院農学研究科教授 治 多 伸 介
〃 甲南大学経済学部経済学科准教授 足 立 泰 美
〃 秋田県建設部下水道課長 田 口 秀 男
〃 岩手県県土整備部下水環境課総括課長 矢 内 泉
〃 静岡県交通基盤部都市局生活排水課長 石 野 好 彦
〃 島根県土木部下水道推進課長 青 木 元 幸
〃 熊本県土木部道路都市局下水環境課長 渡 辺 哲 也
〃 富田林市上下水道部理事兼次長兼下水道課長 浅 野 和 仁

事 務 局 総務省、農林水産省、国土交通省、環境省

（順不同・敬称略）



広域化・共同化事例集の作成
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○ 各地方公共団体における下水道事業の執行体制強化に向けた広域化施策の参考としてもらう
ため、広域化・共同化事例集を作成（H30.8）。

○ 先進的な取組20事例をリーダーシップや進捗段階等により類型化し、それぞれの取組について
概要を紹介。

事例集に掲載している20事例（リーダーシップ・進捗段階による分類と位置図）

赤字：下水道法協議会設置

SH ハード ソフト



（掲載事例）秋田県等（施設・下水汚泥の共同化）
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（掲載事例）秋田県等（施設・下水汚泥の共同化）
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（掲載事例）秋田県等（施設・下水汚泥の共同化）
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秋田県
広域化・共同化計画ブロック割
概要

考え方
のベース

ブロック割 6ブロック

観点① 流域下水道の同処理区

観点② 現行事業のつながり

➢県内5つの流域下水道の構成市町村を考慮す
る。

➢現行の汚泥処理やし尿処理事業等におい
て、広域化･共同化を行っている市町村を考慮
する。
➢維持管理業者が同一で、一括発注を行って
いる市町村を考慮する。

歴史的背景（旧郡部）
旧秋田市
旧郡部：9

-広域化・共同化計画ブロック割の考え方-

13市9町3村
面 積：11,637.52km2（全国6位）
人 口：995,374人（全国38位）

885,000人
人口密度：85.53人/km2（全国45位）

76.05人/km2

【県の概要】

2025社人研推計値

2025

(2017.10)



秋田県-広域化・共同化計画ブロック割の概要-
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①能代山本ブロック
（単独公共）

・「官民連携」検討を通じ、広域
化の必要性を学んでいる段階。

④秋田中央ブロック
（流域関連、単独公共）

・順次施設を統廃合しており、
H32には単独公共を流域に接続
予定である。

・新たにし尿処理施設の接続が
要請されている。

⑤由利ブロック
（単独公共）
・地勢や、し尿の広域処理など密
接なブロックである。

・由利本荘市で6処理場の包括委
託を行っている。

井川
町

潟上
市

にかほ市

秋田市

能代市

由利本荘市

男鹿市

小坂町

北秋田市

大潟村

仙北市

美郷町

藤里町

潟上市

八峰町

三種
町

大館市

東

成
瀬

村
（浄)

上

小

阿
仁

村
井川町

大仙市

横手市

羽後町

湯沢市

秋田臨海処理ｾﾝﾀｰ

大曲処理ｾﾝﾀｰ
汚泥処理施設(仮)

Ｔ

鹿角処理ｾﾝﾀｰ

鹿角市

Ⅰ県北地区広域汚泥資源化
事業(工事:H29～H32)

三種町

八橋終末処理場
Ⅲし尿処理場を流域関連
公共下水道に接続(H24) Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ
Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ
Ｔ

Ｔ

Ｔ
Ｔ

Ｔ

Ｔ

ＴＴ

八郎潟町

Ｔ

Ⅴ県南地区広域
汚泥処理事業

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ Ｔ

横手処理ｾﾝﾀｰ

Ｔ

Ｔ

Ⅳ流域と単独公共下水道との
統合(工事：H28～H32)

五城目町

大曲処理区

横手処理区

鹿角処理区

大館処理区

臨海処理区

大館処理ｾﾝﾀｰ
汚泥資源化施設

Ⅱ農業集落排水施設を流域関連
公共下水道に接続(H22～H25)

⑤由利ブロック

Ｔ

Ｔ 流域下水道処理場

単独公共下水道処理場

し尿処理場

農業集落排水区域

モデルブロック

下水道未実施

②大館鹿角ブロック
（流域関連・単独公共）

・県と市町で“県北地区広域汚泥
資源化事業”を進め広域化に前
向きである。

・大館市は未普及地域面整備を
DB方式で実施し､官民連携に積
極的である。

③北秋田ブロック
（単独公共）
・北秋田市が市と上小阿仁村が使
用する､し尿処理施設を建設
（H32.3予定)し、施設の処理
水を鷹巣浄化Ｃで受入れる等広
域化に取組んでいる。

⑥県南ブロック
（流域関連・単独公共）
・県と市町等で“県南地区広域汚
泥処理事業”の実施に向け取組
んでいる。

・勉強会の開催等で市町村職員
が広域化の必要性を理解して
いる。現行統合

構想

凡例

歴史的背景をベースに流域下水道処理区や
現行事業を考慮したブロック割



メニュー
区分

概要
ハード ソフト

1.複数処理施設の統合 ○
■公共下水道・集落排水事業の処理場、し尿処理場について、各施設の改築・更新の規模（内容）や時期を想定し、統合・
接続の積極的な取組により、最も経済的かつ効率的な生活排水処理システムに再編。

2.複数処理場・ポンプ場
の維持管理の共同化

○ ○
■運転管理、直接経費（ユーティリティ）、補修等について、民間企業の創意工夫を引き出し、適切な人員体制確保の他、運
転手順の改善・ＩＣＴ活用による集中監視等による業務効率化、薬品・電力等調達の柔軟化、大口購入による単価の引き下
げ、品質の適正化、節約等によるコスト縮減等を図る。

3.管路・マンホールポンプ
の維持管理の共同化

○ ○

■管路の老朽化が進むなか、下水道法改正に伴う管渠点検の義務化など、ますます管路施設の維持管理業務の重要性が
高まっている。
■管路の維持管理業務は、広範に整備されている管路施設を対象に、日常的な清掃、点検、修繕の他、管理計画の策定と
見直し、住民対応、災害対応業務など、業種は多岐にわたる。
■処理場の包括委託の考え方にならい、管路施設についても、民間リソースを活用した包括的民間委託の導入が注目され
ている。

4.事務処理・窓口対応等
の共同化

○

■企業会計導入により、従来の官庁会計方式とは異なった経営事務が本格化するとともに、窓口業務や巡回業務等といっ
た適切な住民サービスを持続的に展開する必要がある。
■日常的な窓口業務や経営事務処理について、地元企業や企業会計に長けた人材登用による第三者的組織等による補完
体制を構築し、統一的な事務処理方法のルール化・マニュアル化、役所への期間限定的人材派遣による技術指導、廉価
版SNSデータシステムによる情報管理など、日常業務の行政負担の緩和、サービスの維持・向上を図るための取組が考
えられる。

5.情報システムを活用
した広域マネジメント

○ ○

■人口減少等の社会情勢に応じた普及促進・老朽化対策・施設統合など、さまざまなメニューを展開していく上では、既存施
設・資産といったストックの活用と評価を継続的に進める必要がある。
■その際には、市町村それぞれでの計画策定や個別メニューの実施のみならず、全県での統一的な考え方による新たな計
画策定や事業の展開と進捗管理を進めることも重要となる。
■そのため、複数処理場の広域管理の他、県・市町村の様々な下水道事業に関する情報の一元的管理による、広域的な
下水道マネジメントが求められる。

1-3.広域化・共同化計画策定に向けて

広域化・共同化計画メニューの抽出状況
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広域化・共同化メニュー（案）

：深堀した議論を実施したメニュー

秋田県


